
自分にとって必要なものは？ 野菜などの食材は バラ売りを選ぶ 期限切れの食材・薬を処分する 定位置・定量を決める

自分の基準をもつ ”モノ”を増やさない 不要な”モノ”を処分
あるべき場所に、
あるべき”モノ”を

ごみを減らすために、生活習慣を見直してみませんか？

ここでは、日常生活での具体的な取り組み例をあげています。

できることからはじめてみましょう。

結果

このような生活習慣を

やってみよう！ごみを減らす生活習慣

ごみ減量のキーワードは、「リデュース」「リユース」「リサイクル」の３Ｒ！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３Ｒの中で一番大切なのは、はじめからごみを出さない「リデュース」です。

　自分にとって必要なものは？ 　野菜などの食材は、バラ売りを選ぶ。 期限切れの食材・薬を処分する。 定位置・定量を決める。

　好きなものはどんなもの？ 　服を買う時は、必ず試着する。 　サイズのあわない服を処分する。 　使った後は、もとに戻す。

　こだわりたいものはある？ 　使う機会の少ないものは、レンタルですませる。 　着る機会のない服を処分する。 　つめこみすぎない。

　自分のくらしにあうものは？ 　迷った時は、買わない。 　古すぎる服を処分する。 　動線を考えた位置に収納する。

 長く使えるものを選ぶ。 　タダのものをもらわない。
◆ 飾区では、指定の日時に古布（古着）類を区施
設等で回収し、リサイクルしています。詳しくは、区
ホームページまたは「資源とごみの収集カレンダー」
でご確認ください。

　使いやすく収納する。

　弁当についてくる割り箸や調味料はもらわない。 　必要な”モノ”か再点検する。

自分の基準をもつ ”モノ”を増やさない 不要な”モノ”を処分
あるべき場所に、
あるべき”モノ”を

ごみを減らすために、生活習慣を見直してみませんか？

ここでは、日常生活での具体的な取り組み例をあげています。

できることからはじめてみましょう。

結果

このような生活習慣を

継続することで、ごみを減ら

すことができます。

やってみよう！ごみを減らす生活習慣

　使わないものに気づいたら、処分する。

　図書館やレンタルビデオ店を利用する。

◆ エコライフプラザでは、定期的にフリーマーケット
を開催しています。開催日時や出店者募集は、「広
報かつしか」でご案内しています。

　　　　　　　　　　　11月17日には、子ども用品限定
　　　　　　　　　　フリーマーケットがあります。
　　　　　　　　　　　出店応募締切は11月1日です。
　　　　　　　　　　裏表紙もご覧ください。

　あるもので代用する。

　ＣＤを買わずに音楽配信サービスを利用する。

　収納スペースを超える量は、買わない。 　不要な本やＣＤを売る。

　洗剤などの消耗品は、使いきってから買う。 　一定量を超えたら処分する。

自分の基準をもつ ”モノ”を増やさない 不要な”モノ”を処分
あるべき場所に、
あるべき”モノ”を

ごみを減らすために、生活習慣を見直してみませんか？

ここでは、日常生活での具体的な取り組み例をあげています。

できることからはじめてみましょう。

結果

このような生活習慣を

継続することで、ごみを減ら

すことができます。

できることから始めて、

ぜひ、続けてくださいね。

ご利用ください「不用品交換情報」

ご家庭で使わなくなった物で、まだ捨てるのはもったいないもの、ありま

せんか？

「譲ります」「譲ってください」の情報を登録していただき、区ホームページ

や区施設でお知らせすることができます。

情報は、月に２回、更新されます。

＜対象＞

やってみよう！ごみを減らす生活習慣

※ 音楽・映像の違法ダウンロードは、法律違反です。

　ＤＭ（ダイレクトメール）やカタログの送付を断る。 　　○カ月使わないものは、処分する。

　電子明細を利用する。 　好みでないものは、処分する。

◆ 区では、まだ使えるものを譲りたい方や、品物を
譲ってほしい方の情報を「不用品交換情報」として
提供しています。
　区役所窓口・ハガキ・ファックス・電子申請で情報
登録ができます。ぜひご利用ください。

　修理できないものは、処分する。

自分の基準をもつ ”モノ”を増やさない 不要な”モノ”を処分
あるべき場所に、
あるべき”モノ”を

ごみを減らすために、生活習慣を見直してみませんか？

ここでは、日常生活での具体的な取り組み例をあげています。

できることからはじめてみましょう。

結果

このような生活習慣を

継続することで、ごみを減ら

すことができます。

できることから始めて、

ぜひ、続けてくださいね。

ご利用ください「不用品交換情報」

ご家庭で使わなくなった物で、まだ捨てるのはもったいないもの、ありま

せんか？

「譲ります」「譲ってください」の情報を登録していただき、区ホームページ

や区施設でお知らせすることができます。

情報は、月に２回、更新されます。

＜対象＞

区内在住・在勤の方

＜申込方法＞

・情報登録ハガキ（区役所・区民事務所・図書館等に設置）を送付

・FAXで申請書を送付 FAX:5698‐1534 （リサイクル清掃課）

・区ホームページから電子申請

＜情報の掲載＞

・区施設、区ホームページで２ヶ月間掲載します。

＜交渉＞

・掲載してある電話番号、メールアドレスにて情報提供者と直接交渉して

ください。配送方法や代金支払いなどは、交渉の中で確認してください。

＜掲載できないもの＞

営利目的の物、食料品、化粧品、金券、医薬品、美術品、骨董品、不動

産、動植物、その他不適当と認められるもの。

やってみよう！ごみを減らす生活習慣

※ 音楽・映像の違法ダウンロードは、法律違反です。

　「使いきった」と思えるものは、処分する。

自分の基準をもつ ”モノ”を増やさない 不要な”モノ”を処分
あるべき場所に、
あるべき”モノ”を

ごみを減らすために、生活習慣を見直してみませんか？

ここでは、日常生活での具体的な取り組み例をあげています。

できることからはじめてみましょう。

結果

このような生活習慣を

継続することで、ごみを減ら

すことができます。

できることから始めて、

ぜひ、続けてくださいね。

ご利用ください「不用品交換情報」

ご家庭で使わなくなった物で、まだ捨てるのはもったいないもの、ありま

せんか？

「譲ります」「譲ってください」の情報を登録していただき、区ホームページ

や区施設でお知らせすることができます。

情報は、月に２回、更新されます。

＜対象＞

区内在住・在勤の方

＜申込方法＞

・情報登録ハガキ（区役所・区民事務所・図書館等に設置）を送付

・FAXで申請書を送付 FAX:5698‐1534 （リサイクル清掃課）

・区ホームページから電子申請

＜情報の掲載＞

・区施設、区ホームページで２ヶ月間掲載します。

＜交渉＞

・掲載してある電話番号、メールアドレスにて情報提供者と直接交渉して

ください。配送方法や代金支払いなどは、交渉の中で確認してください。

＜掲載できないもの＞

営利目的の物、食料品、化粧品、金券、医薬品、美術品、骨董品、不動

産、動植物、その他不適当と認められるもの。

やってみよう！ごみを減らす生活習慣

※ 音楽・映像の違法ダウンロードは、法律違反です。

ごみ減量のキーワードは、「リデュース」「リユース」「リサイクル」の３Ｒ！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３Ｒの中で一番大切なのは、はじめからごみを出さない「リデュース」です。


